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　TAINS だより秋号をお届けします。
　今年は役員改選の時期となり、組織再編も行われ新執行
部にて会務を執行しております。これから２年間皆様よろ
しくお願いいたします。
　少しでも会員の皆様のお役に立てるよう、３０分間の判
例解説研修動画の公開を進めております。
　集合型研修についても新たな研修講師をお迎えし､さらな
る会員増強活動を行っていきたいと考えております。
　　会員の皆様には、今後もより一層 TAINS をご愛顧下さ
るようお願いすると共に、まだご加入されていない先生方
に置かれましては、ご加入をご検討のほどお願い申し上げ
ます。
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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はじめに　
　私は、弁護士・税理士として税務調査立会・
審査請求・税務訴訟・査察事件等の闘いの現場
に４０年近く従事してきた実務家で、ＴＡＩＮＳ
編集長に就任された三木義一先生とは、①税務訴
訟等の闘いの現場の戦友として学者意見書の作
成をしていただき数々の勝訴判決を得てきた仲
であり、②また、国税通則法平成２３年改正では
三木先生が政府税制調査会専門委員として、私
が原案作成に関与した日本弁護士連合会税制委
員会の委員長として、改正の実現にタッグマッ
チを組んだ仲であり、③このたび、三木先生が青
山学院大学学長を定年退職されたのを機に、私
が代表者の弁護士法人山本法律会計事務所（東
京事務所）に籍を置くことになられた仲であり
ます。その三木先生からこのたび執筆依頼を受
けたので、喜んで引き受けた次第です。
　ただ、私はあくまで現場の実務家にすぎないの
で、これまで私が闘ってきた勝訴判決の評釈を再
現するしか能がなく、以下、私が最近（平成２８
年以降）扱った事件に限って記述します（注１）。
　その中で、税法解釈（文理解釈優先の原則、
借用概念の解釈等）及び事実認定（要件事実及
び間接事実の主張、立証責任の分配、事実上の
推定等）のポイントを解説します。文体は肩苦
しい学術書とならないよう、学者Ｍさん（架空
の人物）と私Ｙとのかけ合い風にします。

１　実例１０－源泉徴収義務者と受給者との求
償関係（東京地裁平成２６年（ワ）第３３
０７４号損害賠償請求　平成２８年３月２
５日判決。ＴＡＩＮＳ未登載）

Ⓜ　これから山本先生に闘いの着眼点、作戦、
立証等のポイントを語っていただきます。ま
ず、実例１０についてお願いします。

Ⓨ　事案自体は税理士ならどこでも見かけるシ

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす

新 役 員 の 紹 介

　役員の任期満了に伴う改選が行われ、９月２７日に開催された第１３回定
時社員総会、翌２８日に開催された第１回臨時理事会において、次のとお
り３２名の新役員が選任された。

会　　長　　清　田　明　弘（四国会）
副  会  長　　東　　　秀　優（南九州会）
　　　　　　加　藤　眞　司（東京会）
　　　　　　大久保　道　男（名古屋会）
　　　　　　髙　橋　　　誠（中国会）
　　　　　　蓮　間　好　一（北陸会）
専務理事　　池　田　直　樹（近畿会）
　　　　　　土　屋　　　巧（東海会）
常務理事　　大　森　行　雄（東京地方会）
　　　　　　高　林　良　樹（東海会）
　　　　　　上　田　健　一（北海道会）
　　　　　　小　林　英　樹（九州北部会）
　　　　　　坂　井　昭　彦（近畿会）
　　　　　　田　川　　　哲（南九州会）
　　　　　　末　吉　幹　久（九州北部会）
　　　　　　鴨　田　和　恵（東京会）
　　　　　　井　筒　一　郎（関東信越会）
　　　　　　山　口　伸　二（東京地方会）
理　　事　　真　砂　美　穂（東京会）
　　　　　　杉　本　竜　太（東京地方会）
　　　　　　鈴　木　恭　浩（千葉県会）
　　　　　　渡　邉　信　子（関東信越会）
　　　　　　樋　爪　昌　之（北海道会）
　　　　　　佐　藤　雄一郎（東北会）
　　　　　　田　口　裕　恭（名古屋会）
　　　　　　宮　川　知　生（北陸会）
　　　　　　西　　　宏　昌（中国会）
　　　　　　大　西　央　哲（四国会）
　　　　　　幸　松　慎太郎（南九州会）
　　　　　　糸　数　弘　和（沖縄会）
監　　事　　木　島　裕　子（東京地方会）     
　　　         坂　本　和　重（関東信越会）

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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1  このメールに関しては、当該納税者の了解の下で掲載している。                                      

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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2 ただ、ここで念の為に指摘しておきたい。それは、当時の損害賠償請求訴訟の原告代理人の弁護士には過失はなく、このような解決金
の法的性質が本件の取引損害の回復のための賠償金であることは、課税当局が本件解決金を非課税として処理していることからも明らか
である。この点につき、原告は訴訟の準備書面で鋭く指摘していたが、被告国はもとより、判決も全く触れずに逃げの一手に終止したのである。
このことからも、本件和解の解決金名義の金員が損害回復のための解決金であり、しかして、代理人弁護士が本件更正の請求が認めら
れると考えたことは、むしろ当然のことであるといえよう。すなわち、原処分庁、国税不服審判所長及び裁判所判決の基因した検討不足に
よる誤りの認定判断であるというべきである。
3この納税者 ( 原告 )は、この各年の取引に係る5 年間の先物取引期間において、その利益を現金等として受領したのは僅か 12 万円で
あることから、所得課税は無申告となっていたものである。その原因は、受託者 ( 先物取引業者 ) は先物取引に係る本件差益金を次の先
物取引の委託証拠金及び当該業者に対する委託手数料の支払に充てられていたことに基因している。

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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4 先物取引の特質として、委託者と受託者 ( 取引業者 )との取引関係であり、この委託者 Xと受託者の先物取引 ( 例えば売り)は、取引
業者の市場での「買い」注文に応じた第三者の相手先の取引は、取引業者との間の取引であり、売り注文の委託者Xと当該第三者とは、
先物取引上は全く無関係ということである。

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

①委託手数料請求権　１億８,４１４万円　　③ 取引差益返還債務　４億３,６４８万円

②取引差損請求権　　３億２,１５８万円　　④ 実質損害額 (⑤-③)     ６,９２４万円

　　　　計　　　　５億０,５７２万円　　 　　　　   　計   　　５億０,５７２万円

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）



2023.秋 No.236 7だより

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

5 したがって、裁判官による裁判上の和解で、かかる原状回復が実現されたことに対して、広島高裁の判決が、「契約の解除権及び取消
権については何ら確定していない。」という判示の意味が不明であり、もはや論外といわざるを得ないから、ここでの検討の対象とはしない。                                    

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

5 したがって、裁判官による裁判上の和解で、かかる原状回復が実現されたことに対して、広島高裁の判決が、「契約の解除権及び取消
権については何ら確定していない。」という判示の意味が不明であり、もはや論外といわざるを得ないから、ここでの検討の対象とはしない。                                    

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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4 先物取引の特質として、委託者と受託者 ( 取引業者 )との取引関係であり、この委託者 Xと受託者の先物取引 ( 例えば売り)は、取引
業者の市場での「買い」注文に応じた第三者の相手先の取引は、取引業者との間の取引であり、売り注文の委託者Xと当該第三者とは、
先物取引上は全く無関係ということである。

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）

6 濱秀和『最高裁上告不受理事件の諸相Ⅰ』（信山社 2011 年）
7 阿部泰隆『最高裁上告不受理事件の諸相Ⅱ』（信山社 2011 年）
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Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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　所得区分／給与所得を有する医師の洋画等制作販
売から生じた損失
（令０３－０３－２４　横浜地裁　棄却　控訴　Ｚ８８８－２４１０）
　医師である原告は、医療法人社団の理事長を務め、１億
円を超える多額の給与を得ていました。原告は、アトリエを借
りて洋画等の制作を行い、その販売のために個展を東京、
横浜、京都、ニューヨークで複数回開催しましたが、収益は
大幅な赤字となりました。原告は、洋画等の制作販売から生
じた所得（損失）は事業所得に該当するとして給与所得と損
益通算して申告したところ、処分行政庁から、雑所得に該当
するから損益通算はできないとして更正処分を受けました。
　横浜地裁は、社会的客観性をもって「事業」と認められる
かを検討するに当たっては、「相当程度の期間継続して安
定した収益を得られる可能性」をも検討すべきであり、これ
は、「事業」の該当性の判断において、重要な要素であるとし

た上で、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。
　洋画等制作販売の活動に要する資金は、専ら給与所得等
から調達されており、しかも、客観的収支状況や販売実績に
照らせば、多額の資金を投じる一方で、収益は全く上がって
おらず、およそ相当程度の期間継続して安定した収益が得ら
れる見込みがあったとはいえず、客観的にみて営利を目的とし
て行われたものともいえないことからすれば、社会通念上、洋
画等制作販売が、自己の計算と危険において独立して営ま
れ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思
と社会的地位とが客観的に認められる業務であるとはいえ
ず、事業に該当しない。この判断は、控訴審（令和３年１１月１
７日東京高裁）でも維持されています。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４１０

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.627 2023.07.13

　マイナンバー利用差止請求／番号利用法及び番号
制度の憲法適合性
（令０１－０９－２６　横浜地裁　棄却・控訴　Ｚ９９９－５４６１）
　番号利用法に基づき、個人番号の付番を受けた原告
が、番号利用法及び同法に基づく個人番号の収集、保存、
利用及び提供等の制度は原告らのプライバシー権等の人
格権を侵害するものであり、憲法１３条に違反する旨を主張
して個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並び
に被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めると
ともに、国家賠償法１条１項に基づき、上記プライバシー権
等の人格権の侵害による損害賠償を求めた事案です。
　横浜地裁は、次のように判断して、原告らの請求を棄却
しました。
　番号利用法及び番号制度は、その施行により新たに個
人のプライバシーを直接制約するものではなく、あくまで、個

人番号や特定個人情報の不正な取得等や過失による漏え
い等の制度の弊害により、個人のプライバシーが侵害される
危険性を間接的に有するものにとどまるということができる。
　番号利用法及び番号制度の内容について、情報の収
集、保有、管理、利用等の過程で、行政機関の職員の過誤
や行政機関の内外からの不正な手段により当該個人に関
する情報が漏えいするなどして、当該個人に関する情報が
開示又は公表される具体的危険があるということはできない
から、番号利用法及び番号制度を、個人に関する情報をみ
だりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するもの
として違憲であるということはできない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　  　 【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－５４６１

（税法データベース編集室：大高　由美子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.628 2023.07.20

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.626 2023.07.06　　
　貸付金債権の評価～同族会社に対する貸付金の
評価通達２０５（１）該当性～
（令０３－１０－２２　青森地裁　棄却　控訴　Ｚ２７１－１３６２０）
　本件は、平成２８年１０月に死亡した甲（亡甲）の長男であ
る原告が、相続財産のうち株式会社Ａ（本件会社）に対する
貸金返還請求権について、評価通達２０５の定めに基づき
時価を０円として相続税の申告をしたところ、処分行政庁か
らは評価通達２０４の定めに基づき同請求権の時価を相続
開始時の残額（３億７０２９万５０００円）で評価され、更正処
分等を受けた事案です。亡甲は、本件会社の発行済株式の
すべてを保有していました。
　青森地裁は、次のように判示して原告の請求を棄却しました。
　相続開始時において、本件会社が破産手続開始決定等
を受けていたという事実はない以上、評価通達２０５（１）イな

いしホのいずれに該当する事由がない。また、原告は、相続開
始時よりも前の平成２８年１０月５日に同年１２月３０日をもって休
業する旨の取締役会決議（本件決議）がなされた旨主張して
いるが、本件決議は、同年１２月３０日をもって休業するというも
のにすぎず、相続開始時において、現に事業を継続していた
ものであるから、相続開始時において、「業況不振のため又は
その営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を
廃止し又は６ヶ月以上休業して」いたものということができない
のは明らかであり、評価通達２０５（１）ヘに該当する事由もな
い。したがって、本件貸付金債権が、評価通達２０５（１）に該
当する債権であるということはできない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ２７１－１３６２０

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

今週の判決等(2023年7月～2023年9月収録）
ちーちゃん
（地方税担当）

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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■ＴＡＩＮＳ メールニュース    No.629 2023.07.27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      
　　取引相場のない株式の評価～評価通達６が適用され
る特別の事情の有無～
（令０４－０３－２５　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－８５８）
　被相続人は、株式移転によりＡ社株式を取得し、相続開
始直前に７３億円を借り入れ（本件借入れ）、Ａ社が自己株式
として保有していたＡ社株式を取得（本件取得）しました。こ
の事案は、審査請求人が、Ａ社株式を評価通達に定める方
法（純資産価額方式、Ａ社が保有する子会社２社の株式は
類似業種比準方式）により株式の価額を評価して相続税の
申告をしたところ、原処分庁が、Ａ社株式の価額は、評価通
達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして評価
通達６を適用したことから争われたものです。審判所では、次
のとおり判断し、原処分庁の鑑定評価に基づく評価方法を認
めました。（本件は訴訟中です。）
　Ａ社が子会社株式を１００％保有し、割合的持分を超えて
会社全体を財産として保有していたことからすると、Ａ社株式に

　無申告加算税の「正当な理由」／誤った内容の法定
相続情報一覧図の写しの交付
（令０４－０６－１６　非公開裁決　却下・全部取消し　Ｆ０－３－８５４）
　被相続人甲の共同相続人は、甲の長男Ａ、二男Ｂ、甲
の養子Ｃの代襲相続人である請求人の３名でした。法務局
にＡら３名を相続人とする法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出をしたところ、請求人は相続人に該
当しないとして、相続人がＡ及びＢとする法定相続情報一
覧図の写しが交付されました。
　この一覧図を基にＡとＢは遺産分割協議を行い、相続税
の申告を行ったところ、法務局の職員から請求人を除外し
たことは誤りであったと連絡を受け、再度、法定相続情報
一覧図の写しが交付されました。その後、請求人を交えて
遺産分割協議が行なわれ、請求人は相続税の申告をし、Ａ
とＢは更正の請求を行いました。
　本件は、原処分庁が、請求人に対し、無申告加算税の

賦課決定処分をした事案です。審判所は、国税通則法６６
条１項ただし書の「正当な理由」を認め、無申告加算税の
賦課決定処分の全てを取り消しています。
　請求人が、初回一覧図写しの記載内容のとおり、自己が
本件相続に係る相続人に該当しないと判断して相続税の申
告書を法定申告期限内に提出しなかったとしても、それには
無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのでき
ない客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らして
も、なお、これを課することは不当又は酷というべきであるから、
期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法６６
条１項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる
場合」に該当するというべきである。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８５４

（税法データベース編集室：草間　典子）

ついて、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場
合に、子会社株式についても純資産の価値を反映させた価額
を基に取引が成立することは、極めて自然で合理的なこととい
うべきである。
　本件は、評価通達の評価方法を画一的に適用するという形
式的な平等を貫くことによって、富の再分配機能を通じて経済
的平等を実現するという相続税の目的に反し、かえって、相続
発生を見越して本件借入れ及び本件取得に相当するような行
為を行わなかった納税者との間での実質的な租税負担の公平
を著しく害することが明らかであるといえるから、他の合理的な
評価方法により、本件株式の適正な時価を評価すべき特別の
事情があると認められる。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８５８

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース       No.630 2023.08.03 

Ⅰ　本件税務訴訟の実相と納税者の
「長き闘い」の思い

１.はじめに
　～所得なきところに課税された納税者の思いと

裁判所等への不信感～

　この事案の検討の前に、納税者の第二次更正の請
求を排斥した裁決を受けて、この事件を訴訟提起するか
どうかを検討するに当たって、課税当局、国税不服審 
判所及び裁判所により合理的理由附記もなく、ことごとく
更正の請求が排斥されたことにより悲嘆した納税者の心
境を知ることができる筆者への送信メールを紹介しよう。
　「この時の経緯をお話しすれば、自己破産しても税
金は第２次納税義務により、家族をも路頭に迷わすこ
とになるだけであることを知った時、人生を悲観し、
国税庁に赴き歎願し聞き入れなければ、…( 略 )…　
抗議して、家族を路頭に迷わすことだけは許してもら
えないかと本当に考えました。これを思いとどまった
のは、当時、兄と慕っておりました会社経営をしてい
た従兄に、お暇のあいさつのつもりで訪ねたところ、
『騙された被害者に一生かけても払えないような多額
の税金が課されるように、日本の法律はなっていな
いはず。』とその場で知り合いの税理士先生に相談し
ていただいて、闘いが始まりました。その従兄もす
でに他界してしまい最期まで気にしてくれていました
が、結局良い報告はできずにいます。」1
　このような思いを抱く納税者の救済を図るのが権利救
済機関である国税不服審判所及び裁判所であるが、そ
の機関が全く機能していないのがこの事件である。
　この事件を支援するために、６年前に訴状に添付する
鑑定意見書を作成し提出したが、その冒頭において次
のような文章を書き添えている。
　「本件税務訴訟事件は、国税庁等の勤務及び中央大

学教授等の税法研究者としての５７年間に亘る税務
経験において遭遇したこともない事案である。」
　それは、納税者が一旦利得した所得に課税された
ものの、その後裁判上の和解により、その利得が返
還されたにも関わらず、後発的事由による更正の請
求が排斥されたことにより、「所得なきところに課税」
という事態が現在まで２０年間是正されずに放置さ
れているからである。

２.この事件の大数観察と本稿の目的
　この事件は、取引業者の違法な先物取引により、
納税者が受けた損害回復のために、委託手数料の支
払額と先物取引差損の合計額 ( 納税者の返還請求権 )
から先物取引差益の額 (同返還債務 )を控除した実質
の取引損害額の賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提
起、その裁判において、被告 ( 取引業者 ) は原告 ( 納
税者 ) の主張を全て認めて、その実質的損害額を解
決金名義で支払うとする和解が成立したことから、
納税者は過去の取引差益に係る雑所得課税の所得税
還付を求めて更正の請求を行ったところ、この和解
では取引差益の返還の事実は認められないとして判
決等により、その請求が排斥された。その結果、取
引差益を返還しているにもかかわらず、その所得課
税の税金損害が回復されないままの長きに亘る「所
得なきところに課税」を放置した国税当局及び裁判
所への怒りと落胆が、前記の納税者のメールである。
　後に具体的に詳論するが、この事件は極めて簡単
な論理であり、それが理解されていれば、本件事件
の納税者の悲劇は防止できたであろう。それは、納
税者に帰属する本件先物取引に係るが取引差益が返
還されていないという判決等の理論を前提とすれば、
納税者の取引業者に対する損害賠償金は、委託手数

料全額と取引差損による損害の合計額となることは
当然のことであるが、それが縮減されたのは、当該
納税者に帰属する取引差益は、その和解により、取
引業者の自己の取引による差益とされたことから、
納税者が当該差益を取引業者に返還したことに伴う
縮減である。この損害賠償金の減額が取引差益は返
還されているということの証明である。
　本件はこのことが捨象されたために、X が所得税
を納税できない事態となったのである。
　このような単純な論理が、所轄税務署長、国税不
服審判所長及び判決に理解されなかった理由は奈辺
にあるのか、今もなお理解不能である。
　ちなみに、筆者は、約６年前から、本件納税者を
支援するために、訴状提出前から、鑑定意見書の作
成提出等を行っているが、その原点は、かかる誤謬
判決により納税者の公務員退職の退職金も差し押さ
えられ、現在では、延滞税を含む滞納税金が 3 億円
に上っているという不正義を正すのは、税務訴訟に
従事した国税ＯＢとしての矜持でもあり責任である
と感じているからである。
　本論考は、このような視点から、この訴訟の原処分、
裁決及び判決等の詭弁性を指摘して批判するもので
あるが、その内容は単なる判例研究という域を超え
た、現実に発生し、その救済のために支援した筆者
の体験を「一事案の事例研究」として発表し、課税
当局の姿勢はもとより、司法当局の猛省を促したい
との思いからの執筆である。
　そして、この論考のもう一つの目的は、裁判所は
税法理論に弱いという側面があることは、多くの税
務専門家が認識していることであり、そのために、
本件のような誤謬判決、それも最高裁が、本件事案
は重要な解釈問題には該当しないとして上告審の審
理は不要として上告不受理決定を行ったものである
が、その最高裁の運用の現実を紹介し問題提起を行
うとともに、民事上の和解条項の書き方につき、本
件裁判所の無理解による誤謬判決が生じないように、

税務の問題を念頭においた和解条項を作成するため
の他山の石として、法律家及び税務の専門家に認識
してもらいたいという点にある2 。
　以下では、この判決の概要を紹介して、考察する
こととする。

 Ⅱ　本件和解による更正の請求の実態と
判決内容の検討

１. 第一次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 事案の概要
　本件原告Ｘ( 控訴人・上告人・上告受理申立人 X、
以下「Ｘ」又は先物取引に関しては「委託者」ともいう。)は、
Ｙ証券㈱(以下「Ｙ証券」又は「受託者」ともいう。)との間で、
商品先物取引委託契約を締結して平成１１年２月から平成
１５年８月までの間に商品先物取引を行ったが、この取引
期間において現金等を収受したのが１２万円であったことか
ら、その取引に係る雑所得の所得税申告をしていなかった。
Ｓ税務署長は、原告が平成１１年に２，５７３万円余の利益
を、平成１２年に２億８，７８７万円余の利益を得ていたこと
から雑所得として所得税の課税処分を行った3。
＜平成１９年和解＞
　これに対して、Ｘは、Ｙ証券との間の本件商品先物
取引の委託契約に関して、Ｙ証券の説明義違反、一任
取引等の違法行為によりＸが受けた損害につき、平
成１７年に６，９２４万円の損害賠償請求訴訟を提
起した。その後、平成１９年６月２０日、この訴訟
の裁判上の和解が成立した (平成１９年和解 )。
　その和解条項では、「被告 (Ｙ証券 ) は原告の主張を
全面的に認める。被告は原告に対して解決金６，９
２４万円を支払う。」と表記されていた。
　この金額は取引損害額であり、その金額につき、Ｘ
から見た債権債務の関係と解決金の算定構造を示せ
ば下記のとおりである。
＜本件取引に係る取引差損益と委託手数料の債権債
務の関係＞

　上記のとおり、本件の解決金６，９２４万円は、
①委託手数料の返還請求権の額と②取引差損請求権
の合計額５億０ ,５７２万円から、③本件先物取引に
係る取引差益返還債務額４億３，６４８万円を控除
した金額である。
　Ⅹがこの解決金を受領したことにより、本件先物
取引はＹ証券が自ら行った取引として精算されたと
いうことであり 4、したがって、かかる精算により
Ｘが利得した本件差益金はＹ証券に返還されたとい
うことを意味することであることは明白である。
　そこで、X は、平成１１年分及び同１２年分の雑
所得金額の課税標準等の基礎になった事実が異なる
ことになったとして、国税通則法 ( 以下「通則法」
という )２３条２項一号の更正の請求を行ったが、Ｓ
税務署長は、本件和解により「解決金」を受領した
ものであり、本件差益金が返還されたとは言えない
と認定し、「更正すべき理由がない旨の通知処分」(以
下「平成１９年通知処分」という。)を行った。
　そこで、当該通知処分の取消訴訟を提起したが、
岡山地裁判決等は、これを棄却した。

(2)平成１９年通知処分の取消訴訟の判決
＜岡山地裁平成２４年1月２５日判決＞
　①平成１９年和解によって確定した事実とは、原
告がＹ証券に対して、本件取引によって生じた
損害金につき、不法行為に基づく損害賠償請求
権を有することにとどまり、原告が本件先物取
引により経済的利得を得たという事実自体を否
定するような事実は、何ら確定していない。

　②原告が一連・一体の行為が不法行為に該当する
旨の主張をしていることは認められるが、それ
を超えて、本件取引が公序良俗に違反し無効で
あるとか、その効果が原告に帰属しないなどの
主張は一切していない。本件取引が一任売買な
どの理由で、Ｙ証券の行為が不法行為に該当し、

その取引によって原告に生じた損害金につき、
被告会社が賠償責任を負うことがあるとしても、
直ちに、その取引が無効になるとか、取引の効
果が原告に帰属しないということはできない。

　③本件の課税標準となった事実である、原告が本
件取引により経済的利得を得たことと、別件和
解によって確定した事実である原告がＹ証券に
対して、本件取引によって生じた取引損害金に
つき、不法行為に基づく損害賠償請求権を有す
ることとは、何ら矛盾するものではない。

　④別件和解により、課税標準等となった事実が異
なることが確定されたとはいえない。したがっ
て、原告は、本件各課税処分につき、国税通則
法２３条２項一号に基づく更正の請求をするこ
とはできない。

＜広島高裁平成２４年７月２６日判決＞
　高裁判決は、「当該和解は、不法行為による損害賠
償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及び取消権
については何ら確定していない。」として棄却。

 (3) 岡山地裁判決等の無理解
ア　岡山地裁判決では、上記①の判示において、「平
成１９年和解により「確定した事実」は、Y 証券の
不法行為に係る損害賠償請求権を有することであり、
原告が本件先物取引により得た経済的利得自体が否
定されたのではない」と判示している。それは同和
解によっては、原告が得た本件先物取引の差益金 (雑
所得 ) を返還していないということを判示したもの
であろう。
　しかしながら、かかる判示は、すでにみたとおり、
平成１９年和解の解決金の算定根拠及び前述したと
ころから明らかなように、①原告が有する損害賠償請
求権は、Ｙ証券に支払った違法な委託手数料と違法先
物取引による損失(損害)の合計額の損害賠償金から、
本件取引により計算上の差益金の返還債務を控除し
た金額が６，９２４万円の解決金であるから、雑所
得の所得金額は消滅したのであるから、更正の請求
か認められるべきことは多言を要しないものである。
　本判決が「経済的利得を得たという事実自体を否

定するような事実は、何ら確定していない」と判示した
ことは、原告が利得した本件差益金は、現在も原告
が保有し続けているということを意味していることになる。
そうであれば、原告は支払った委託手数料の Y 証券
に対する返還請求権１億８,４１４万円 ( 上記①) は 1 円
たりとも減額されることはなく、その全額の損害賠償請
求権を行使することは当然の論理的法則であり経験則
というべきものである。
　さらなる疑問は、Ⅹが取引で得た本件差益金をⅩ
が返還していないというのであれば、取引差損金
の合計額３億２,１５８万円は違法な本件先物取引に
よりⅩが受けた損失 ( 損害 ) に係る返還請求権で
あるから、これと委託手数料１億８ ,４１４万円の合
計額５億０ ,５７１万円が Y 証券に対する損害賠償
請求権を行使することが可能であることは必然で
ある。
　しかしながら、Ⅹがかかる損害賠償金ではなく、６，
９２４万円の損害賠償請求額として提訴したのは、
前述した取引差益の全額４億３，６４８万円 (H11
年 48,739 万円、H12 年 387,730 万円、平
15 年 2 万円 ) を返還するという前提での和解であ
り、したがって、前記取引損害の合計額から本件先
物取引の原状回復により返還することになる本件差
益金の額を控除した実質損害額６，９２４万円の損
害賠償請求を求めたのが平成１９年和解の訴訟であ
る。
　しかるに、同判決は平成１９年和解によりⅩが受けた
解決金名義の金員が６，９２４万円にすぎないことにつ
いて疑問を持つのが当然であるにもかかわらず、この
重要な事実を無視して捨象したのである。このことが、
本件訴訟事件の最大の疑問であり、判決の無知、怠
慢による不正義な対応の結果である。
　このことは、平成２９年和解による更正の請求に係る
通知処分の取消訴訟の本件一審判決及び控訴審判
決でも、同様の判示を行っていることは驚愕すべきこと
であり( 後述参照 )、事実認定における重大な経験則
違反の違法判決と言わざるを得ない。
　再度、強調しておく。本件訴訟の岡山・広島判決
の最大の問題点及び誤謬は、ⅩがＹ証券の違法行為
により支払った委託手数料を下回った損害賠償金の
原因の検討を無視したことである。そのことを審理し
ていれば、岡山判決は異なる判断に至っていると思わ
れるが、このことは岡山判決等が審理不尽による税
法解釈適用の誤謬を犯したということができる。

イ　上記岡山地裁判決の判示②では、「本件取引が
公序良俗に違反し無効であるとか、その効果が原
告に帰属しないなどの主張は一切していない。原告
に生じた損害金につき、被告会社が賠償責任を負うこ
とがあるとしても、直ちに、その取引が無効になるとか、
取引の効果が原告に帰属しないということはできない。」
と判示する。
　かかる無効主張については、本件更正の請求が通
則法２３条２項一号の「判決等により、課税標準の計
算の基礎となった事実が異なることになった」か否かが
問題であり、本件先物取引が無効か否かは直接の争
点にならない。ここでも判決は解釈誤謬を露呈している。
　また、後段の「その効果が原告に帰属しないなど
の主張は一切していない。」というのも意味不明であ
る。推測するに、Ⅹが受けた経済的利得 (本件差益金 )
の効果は原告に帰属しないなどの主張がなされていな
いから、その利得が返還されたとはいえないというので
あろう。
　しかし、すでに述べたように、その損害賠償金の額
の算定根拠及びその賠償請求の訴状におけるⅩの主
張をみれば、本件先物取引の差益金を返還するのが
平成１９年和解の趣旨であることは容易に認識すること
ができる。岡山判決は雑駁かつ形式的な認定判断で
はあるが、それがその後のＸに塗炭の苦しみをもたらす
ことについて、何らの意識もなく看過したことを指摘して
おく。

ウ　前記④の「原告が本件取引により経済的利得
を得たことと、別件和解によって確定した事実であ
る原告が被告会社に対して、本件取引によって生じ
た取引損害金につき、不法行為に基づく損害賠償
請求権を有することとは、何ら矛盾するものではな
い。」という判示も意味不明である。
　そもそも、本判決は経済的利得を得たことと、不法
行為に基づく損害賠償請求権を有することとは矛盾し
ないという判示は、「矛盾しないという結論を説示し
た」ものではあるが、それがいかなる根拠によって導か
れるのか、その根拠が全く欠落しているのである。理
由附記欠落の判決といわざるを得ない。
　つまり、損害賠償額の算定そのものに、Ⅹに帰属した
取引差損益は直接の関わりがあることは当然のことであ
るにもかかわらず、岡山判決が、Ⅹが経済的利得を得
たことと、本件損害賠償請求権を有することとは矛
盾しないと判示したことは全く理解不能である。本

判決は本件訴訟の争点の意味を全く理解していな
いということである。

エ　広島高裁判決は、「当該和解は、不法行為によ
る損害賠償請求権の獲得に止まり、契約の解除権及
び取消権については何ら確定していない。」と判示す
る。そこでは、Ⅹが獲得した損害賠償請求権の額がい
かなる根拠で算定されたのか、という当然に審理判断
すべき重要な論点の検討を捨象し無視している。
　本件原告・Ｘは、同証券の違法な先物取引により受
けた損害の回復を求めて訴訟を提起したものであり、
被告・Ｙ証券はそのＸの主張する本件先物取引の違
法性を認めて、その先物取引に係る取引損害６，９２
４万円の損害賠償金を解決金名義で支払ったのが本
件である5 。
　すなわち、ここでの「原状回復」とは、ＸがＹ証券と
の違法な先物取引により支払った委託手数料の損害と
当該取引により原告が受けた取引差損相当額の損害
金の合計額の返還請求権からＸが受けた取引差益の
返還債務とを相殺した金額 (6924 万円 ) の損害賠償
金をＸが取得することで取引損害の回復が図られる。
　しかし、それだけでは、過去の取引差益に係る雑
所得の所得税更正処分により発生した納税義務が消
滅するわけではない。納付した所得税の還付及びその
滞納の納税義務が消滅して初めて、本件先物取引を
行う以前の原状に回復することかできる。本件Ｘは、こ
の原状回復を求めて、本件更正の請求を行ったので
ある。

２．第二次更正の請求に関する税務訴訟
(1) 平成２９年和解による「第二次更正の請求に理   
　由のない旨の通知処分」の取消請求訴訟の内容
　このＸの更正の請求に対して、課税当局、国税不
服審判所及び裁判所は上述したように、全く、聞く耳
を持たない対応に終止したことから、Ｘは、平成１９年
和解の意義が本判決等のような認識であるというので
あれば、それは、原状回復を意図したＸとＹ証券の和
解当事者の真の意思に反しているものであるとして、Ｘ
はＹ証券を被告として、当該和解の錯誤無効確認訴
訟を提起した。
　この訴訟でも、裁判上の和解が成立した。その和
解条項では、平成１９年和解の錯誤無効の確認、本

件先物取引は公序良俗違反の無効確認、契約解除
の認定等の確認が認められ、それに加えて、Ｙ証券は
本件委託手数料の原告への全額返還 ( 原告の債権 )
と原告の本件取引の差損益の相殺後の取引差益金の
返還 ( 原告の債務 ) を実行する旨の平成２９年和解が
成立した。
　その結果、平成１９年和解の無効確認によりその効
力は消滅し、原告が取得していた解決金６，９２４万
円の返還債務が発生、併せて、新たな平成２９年和
解により発生した上記債権債務の相殺後の金額 (6924
万円 ) の損害賠償金をＹ証券に支払うという条項に基
づいて、Ｘの平成１９年和解の解決金の返還債務とこ
れと同額の損害賠償金の請求権とを相殺して最終の
決着が図られたのである。
　これを受けて、Ｘは当該和解に基づいて、本件差益
金は全額返還することが実践されたとして、上記の後
発的事由の更正の請求（通則法 23②一）を行ったと
ころ、原処分庁は、和解は租税回避の目的による和
解であり、課税標準等の基礎となった事実に変動は
ないと認定して、「更正の請求に理由がない旨の通知
書処分」(以下「平成29年通知処分」という。)を行った。
　そこで、平成２９年通知処分は、裁判上の和解が
国税通則法２３条２項一号にいう「判決と同一の効力
を有する和解」に該当することを看過してなされた通知
処分であるから、違法であるなどとして、その取消しを
求めた事案である。同通知処分の取消を求めて提訴
したのが本件訴訟である。
　ちなみに、ここでの「和解は租税回避の目的によ
る和解であり、…」という原処分の理由は、これまで
述べた平成１９年和解による通知処分の判決の誤謬に
ついての認識に欠けた、いわば、国税当局の意地の
張り合いという程度の内容であり、課税当局としての論
理的な理由附記とは到底言えない内容である。
　そもそも、前述したことから明らかなことは、Ｘが課税
対象とされた４億円もの本件取引差益が返還されてい
ないというのであれば、これと６，９２４万円の損害賠償
金で所得税は十分納付することができるのである。そ
れが現在本税と延滞税の滞納が３億円にも達している。
　しかして、この理由附記が合理的で正当であるとい
うためには、Ｘが取引差益相当額の４億円もの資産化を
形成していることを証明するか、Ｘの特別の消費により４
億円を消失している事実を証明して初めて可能となる。

かかる事実がないことは、冒頭のＸの前記メールに鑑
みれば明らかであろう。
　本件原処分及び裁決はかかる常識的かつ的確な大
数観察が欠如していることが、今回の悲劇を生じさせ
たということを自戒すべきである。
　そこで、この点に関する司法の判決がいかなる検討
を加えて判決を言い渡したかについて検証することとす
る。

(2) 東京地裁令和４年２月２５日判決の要旨　　　
　　＜TAINS Ｚ８８８－２４０５＞
　①平成２９年和解は平成１９年和解の解決金名目
を変えた租税負担軽減目的

　　　原告・Ｘは、数次に亘る更正の請求及び訴訟
の提起を行っているが、いずれにおいても目的を達
成できなかったことから、本件和解無効確認訴訟
を提起して平成２９年和解を成立させたこと、Ｙ証券
は「もっぱら国税への更正をかけるためのものであ
る」と認識されていたと認められること、を踏まえれ
ば、平成２９年和解は、原告が本件各課税処分
による税の負担を免れるために、平成１９年和解の
損害賠償金 ( 解決金 ) について、委託手数料の
返還債権から本件差益金返還債務に係る金額を
控除した残金として「いわばその名目を書き換え
ることにより、原告に本件各利益が帰属しない
ことになるという形式を作り出すことを目的とし
てされたものというほかなく、それ以外に、原
告とＹ証券との間で平成２９年和解に係る合意を
する客観的、合理的理由はない。

　②平成２９年和解は租税負担回避目的
　　　平成２９年和解は、本件先物取引の無効、解
除又は取消等の文言にかかわらず、本件各利益
が帰属することを前提とする本件各課税処分に
よる租税負担を回避することを目的とするもの
であって、真実の権利関係等の変動等を伴うも
のということはできず、本件各年分の本件先物
取引に係る損益が原告に帰属したとの事実に変
動が生じたと認めることはできない。

　③平成１９年和解により損害賠償請求権を取得
　　　平成１９年和解によって確定した事実は、原告
がＹ証券に対して、本件先物取引によって生じ
た損害につき、不法行為に基づく損害賠償請
求権を有するということに尽き、平成１９年和
解によっても、原告に本件差益金が帰属したと

いう事実には何らの変動もないと認められるか
ら、原告が、平成２９年和解は平成１９年和解に
より本件各利益を保有していないにもかかわらず、
雑所得としてこれに課税されているという過大
な租税負担を是正するためのものであり、租
税負担回避を目的とするものではないという原
告の主張は、前提を欠くものであり採用するこ
とはできない。

(2) 東京高裁令和４年１０月３１日判決
　  ＜TAINS Ｚ８８８－２４５０＞
　控訴審判決は、一審判決の大半を引用したほか、
下記を付加して判示している。
　①控訴人は、本件差益金のほぼ全額を利得しておら
ず、控訴人には所得がない旨主張する。しかし、
本件訴訟は、控訴人が先物取引により本件各利
益（平成１１年につき２ ,５７３万円余、平成１２
年につき２億８ ,７８７万円余）を得たことを前提
とするものである。そして、先物取引全体では
控訴人に損失が発生しており、結果的に控訴人
が本件差益金のほとんどを得ていないとしても、
控訴人が平成１１年及び平成１２年の雑所得の対
象となる本件各利益を得たことは否定されない。

　②原判決を引用して説示したとおり、平成２９年和
解は、控訴人に本件各利益が帰属することを前
提とする課税処分による租税負担を回避するこ
とを目的とするものであって、真実の権利関係
の変動を伴うものということはできない。

(3) 最高裁に対する納税者の上告申立ては棄却、
上告受理申立ては不受理決定とされ、本件訴訟は
終結した。

３. 各判示内容の誤謬 ( 疑問 )と理由附記の欠落
～権利関係の変動の事実を一方的に捨象～
(1) 本判決の認定事実の俯瞰的考察からの不自然
性と不合理性
　本件各判決の①ないし③の判示内容は、一貫して
「X が本件差益金をＹ証券に返還することなく、現
在までも保有し続けていること」ということを前提とし
たものであるが、このことは、平成２９年和解に対する
控訴審判決においても変わるところはない。本判決の
理論構成は、本件差益金を取得し保有しているにもか
かわらず、原告は、平成２９年和解により差益金を

返還したという事実と異なる形式を整えたものであ
り、課税処分による租税負担を回避することを目的
のために、真実の権利関係の変動を伴うものでは
ないと認定して結論を導いている。
　先ず、指摘しておきたいのは、「租税負担を回避する
ことを目的としたもの」という場合の「租税回避」の意
味不明であるということである。本来の「租税回避」とは、
所得が存在するにもかかわらず、それに相応する租税
負担を免れるという意味であるが、本件においては、平
成１９年和解では本件取引差益は返還されたとは言えな
いという判決を受けたＸは、その返還の事実を明確にす
べく、平成２９年和解を成立させて、前述の和解条項
により、過去に課税された取引差益を返還すること、委
託手数料の損害賠償金の返還を受けること、そして、
それを実行したことを明確にしたのであるから、それが
何故に租税回避の目的と言われるのか、何らの判示が
示されていないのである。もはや、合理的な理由附記
が示された判決と評価することはできない。
　仮に、平成１１年分及び同１２年分の本件先物取引
に係る所得金額 ( 先物取引に係る差益金から手数料
等を控除した金額 ) を構成する差益金額が返還されて
いないと判決が認識しているのであれば、課税処分の
所得金額の計算の基礎とされた事実に変動がないこと
になるから、通則法２３条２項一号の更正の請求の要
件事実に該当せず、その請求が認められないことは当
然のことである。
　換言すれば、原告が差益金を返還せず「現在も保
有し続けている」にもかかわらず、平成１１年分及び
同１２年分の差益金に係る雑所得課税の所得税の減
額を求める不服申立て及び税務訴訟を提起することは
あり得ないことである。
　また、平成１９年和解による更正の請求の理由のな
い通知処分後にも、更正の請求を認めてもらうために
数次にわたる民事訴訟を提起しているが、課税庁及び
裁判所の「差益金の返還の事実はない」というのであ
れば、差益金 ( 雑所得 ) を返還していない、つまり、
更正の請求が認められる余地のない原告が、長期間
に亘り相当な金員の出捐をして更正の請求を求めるた
めに民事訴訟を提起するのは極めて異常、不合理で
不自然な行為であり、考え難いことである ( 裁判所の
俯瞰的・大局的考察の欠如 )。
　本件各裁判所は、このような当然の疑問を解明すべ
く義務を負っているにも関わらず、かかる疑問点に関す
る原告の被告国に対する数次に亘る求釈明に対して、

被告国はその大半の釈明を拒否したことに対して、真
実発見のために、裁判所が求釈明権を行使して国側に
釈明を求める訴訟指揮を行うべきであるにもかかわらず、
本件裁判所はかかる訴訟指揮を一切行っていない。
　しかも、控訴審では1回の弁論が行われただけであり、
前記控訴審判決の要旨②の「結果的に控訴人が本件
差益金のほとんどを得ていないとしても、控訴人が
平成１１年及び平成１２年の雑所得の対象となる本件
各利益を得たことは否定されない。」という根拠を示
さないまま理不尽な判決を言い渡したのである。
　しかし、よく考えてみれば、所得税は差益金の雑所
得金額の一部が納税されるものであるから、原告に多
額な滞納が発生することは考えられないことである。か
かる大数観察によれば、その差益金が返還されていな
いという認定事実が不自然であることは明らかであり、し
かるに、本判決がかかる考究に至っていないのは、税
法不知の理不尽な対処といわざるを得ない。
　なお、原告の預金口座に振込まれたのは初年度 ( 平
成 11 年分 ) の差益のうちからの１２万円のみであり、そ
れ以外の差益は、一任取引に係る委託証拠金や同証
券の委託手数料として還流されているのである。

(2) 本判決の判示内容の誤謬
　地裁判決要旨①は、平成１９年和解の損害賠償金
( 解決金 ) の形式を、委託手数料の返還債権から本件
差損益金の差額の差益金の返還債務の差額を控除した
残金として、「いわばその名目を書き換えることにより、
原告に本件差益金が帰属しないことになるという形式
を作り出すことを目的としてされたもの」と説示、「そ
れ以外に、原告とＹ証券との間で平成２９年和解に係
る合意をする客観的、合理的理由はない。」とし、そ
れは課税処分による租税負担を回避することを目的と
した更正の請求と断じて排斥したというのである。
   驚くべき認定判断である。何故ならば、平成１９年和
解により、原告は本件差益金 (2 年分の差益金は 4 億
3,646 万円 )をＹ証券に返還した結果、その課税された
雑所得 (2 年分の雑所得 3 億 1,387 万円 ) が喪失した
ことからの本件更正の請求である。
　そうであるからこそ、違法な先物取引に係る委託
手数料の合計額１億８,４１４万円が原告の利得した差
益金の返還債務１億１,４９０万円 (5 年間の差益金と
差損金の相殺後の額 ) と相殺されて解決金６，９２４
万円が算出され原告に解決金名義で支払われたので
ある。

　本件更正の請求は、本件訴訟の確定により原告及
びその家族が経済的破綻に至り破産状態を回避する
ための原告の懸命の闘いである。それを所得税課税
の租税負担を回避するための更正の請求であると判示
する本件判決は論外という以外に言葉はない。課税庁、
裁決庁及び本件裁判所の結論は「児戯に等しい論理」
と批判されてもやむを得ない。
　さらにいえば、原告が本件差益金を現在も保有し続
けているという本件各判決の判示によれば、先物取引
の違法性を認諾したＹ証券に対して、原告は違法な
委託手数料１億８ ,４１４万円と先物取引差額３億円
余の合計５億円余（前記Ⅱ.1（1）参照）の損害賠
償額の返還請求権を行使することができることにな
るが、それが何故に、６，９２４万円の解決金で和
解が成立したのか、その疑問を解明するのが本件
裁判所の使命であり、裁判官の求釈明権等の行使
による事実巣解明ではないのか。
　しかるに、本判決は原告の被告国側に対する執拗
な求釈明に不誠実な対応に終始した国側に対して適
切な訴訟指揮権を行使せず、無視し続けたのである
が、これが公正な裁判と言えるのであろうか。

(3) 違法な先物取引による損害賠償額と更正の請求 
　の関係性
　違法な先物取引により損害を受けた場合の委託者の
受託者(取引業者)に対する損害賠償額は、一般には、
「委託手数料＋取引差損金の合計額」であるが、本
件のように取引差益が発生している場合には、上記算
式は、「委託手数料－( 取引差益金－取引差損金 )」
として算出される。
　このことから分かることは、実質的な損害賠償金の
額の算定は、委託者が得た差益金は返還義務がある
ることから、それを控除して算定されるということである。
本件は、取引期間に係る差益金が差損金を超えたこと
から、その差益金を返還したことにより当初の差益金に
係る雑所得金額が消失したことから更正の請求が認め
られるべき事案であることは明らかである。
　ちなみに、このプロセスを別の側面からみれば、Ｘに
帰属する取引差益金は、平成１１年に１２万円を受領
したにすぎず、それ以外の取引差益金は、その全て
が新たな先物取引の支払委託手数料等に充当されて
いるから、Ｘの実質的な取引損害は、その支払い手数
料等から取引差益金を控除した金額がとなるということ
である。

　かかる原告の訴訟上の主張には耳を貸さずに無視し
た結果、各判決は誤認による判決を言い渡し続けてい
るということであり、真に遺憾というほかはない。

(4) 平成２９年和解の法的意義に関する評価の誤謬
　と欠落
　平成２９年和解の評価について、本判決は先物取
引の公序良俗違反の無効性は否定しているが、平成
１９年和解の錯誤無効の確認については否定せず肯
定していると評価できる。そうであれば、同和解は錯誤
無効により効力を失ったことにより、原告に支払われた
解決金６，９２４万円は法的には原告の不当利得という
のが論理的筋道であるが、本判決はかかる法的評価
については意図的に捨象し、何らの判示もしていない。
　すなわち、同和解の無効が裁判上の和解で確認さ
れた以上、「平成１９年和解により原告に支払われた
和解金は、原告のＹ証券に返還する債務の新たな
発生である」から、このことだけで、平成１９年和解と
平成２９年和解の権利関係に変動がない」などという
のは、虚偽であり牽強付会な説示ということができる。
　また、それ以外に、仮に、本件各判決が判示する
ように、本件先物取引の公序良俗違反の無効が認め
られないとしても、裁判官の審理判断により契約解除、
取消等により、先物取引の効力が喪失し、その結果と
して、本件委託手数料の返還請求権と差益金の返還
債務を相殺して解決金と同額の返還請求権を取得した
ものであり、その効力を否定することは裁判上の和解
の効力自体を否定するものであり許されない。
　通則法２３条２項一号の課税標準の基礎とした事実
が、裁判上の和解により変動したという事実があれ
ば、同号の更正の請求の要件は充足され、更正の請
求が認められるということである。そこには、やむ
を得ない事情とか、公序良俗違反の無効性の有無は
無関係であり、真実、課税対象とされた課税標準の
基礎とされた事実に変動があり、所得金額が減少し
たことが認定されるのであれば、当該更正の請求は
認められるということである。
　本件各判決は、前記更正の請求の法律解釈を誤っ
ているほか、経験則違反の事実誤認、論理法則違反、
理由附記不備等の瑕疵は明らかであるにもかかわらず、
本件更正の請求が排斥されたことは許し難いものである。

小括
　本件各判決が「租税負担を免れるための行為である

から、権利関係に変動をきたすものではない」と説示した
ことは本末転倒の議論である。それを正当化するためには、
Ｘが租税負担を免れるために行った行為には、「(これこれ)
の事実が認められるから、権利関係の変動をきたすも
のではない」という現実の法的、経済的行為に基づく認
定の根拠を、平成２９年和解の法律構成に基づいて具体
的に示すべきことは当然の事理というべきである。
　本件は、そもそも、平成１９年和解の解決金の算定根
拠から、これを実質的に判断すれば、平成２９年和解の
債権債務の相殺後の金員であることは自明であるところ、
課税庁及び司法の本判決等が租税負担能力に沿う実質
課税の原則の検証を失念して表見課税に終始したことに
より、Ｘが保有していない本件差益金に課税する事態を放
置した結果、財産権の侵害行為が継続しているのである。
　最後に、今後の裁判実務での留意点として、本件各
判決のような理解が不十分な裁判所の存在を前提とすれ
ば、平成１９年和解において、次のように当事者の意思を
明確に記載した和解条項を作成することをアドバイスして
おきたい。
　「被告 ( 取引業者 ) は違法な委託手数料１億８,４１４
万を原告に返還すること、原告は計算上の取引差益と
取引差損を相殺した１億１ ,４９０万円の取引差益を被告
に返還すること、相互の債権債務を相殺して、差額６，
９２４万円を被告は原告に支払う。」と記載されていたら、
課税当局はもとより、本件各判決は本件更正の請求を
認めたことは明らかであろう。
　その金額は平成１９年和解により支払われた解決金と同
額であり、本件当事者の真の意思はそこにあったことは、
敢えて、実質課税の原則を持ち出すまでもなく、当然の事
理である。
　つまり、本件Ｘは、平成１９年和解により、本件取引を
行う前の原状回復を意図してＹ証券を被告として訴訟提起
したものであり、その意図は、Ｘの先物取引はＹ証券自らが、
市場での第三者との取引を行ったこととして処理することに
より、Ｘの損害回復を図るというものである。
　その結果、この原状回復により、過去に課税された取引
差益もＹ証券に返還されて消滅したことになるから、その所
得課税も減額されることは当然ことである。
　しかるに、平成２９年和解に基づく更正の請求を排斥し
た本判決は、平成２９年和解は租税回避の目的のためのも
のであり、平成１９年和解の事実関係とは変動がないことを
根拠として本件更正の請求を排斥したことは明らかな誤認
判決というべきである。
　それが何故に、最高裁への上告申立てが棄却、上告

受理申立てが不受理決定により審理拒否されたのか、理
解に苦しむところである。以下では、上告不受理決定の
最高裁の運用の実相を紹介し検証することとする。

Ⅲ　最高裁上告不受理決定の実相とその問題点

１. 本件事件における最高裁不受理決定の疑問
　本件訴訟事件の各判決は多くの誤認を犯しており、そ
のために、納税者の税金損害の救済を捨象し、当該納
税者を経済的破綻に陥れとていることは、上述の検討に
より明らかであると思料する。その事件の課税が財産権
侵害をもたらし、判決が適切な理由附記を失念したこと
による理由附記不備を生起させていることから、本来、
上告の申し出を認めるべきであると考える。
　また、上告受理申立てに対しても、最高裁は審理に
及ばないとして。不受理決定を言い渡しているが、この
事件の原審判決等の下級審判決は、前述したように、
重大な経験則違反による認定誤びゅう及び論理法則違
反の疑問判示があり、さらに、国税通則法２３条２項一
号の後発的事由の更正の請求に関する解釈についても、
租税回避目的による和解は、同更正の請求は認められ
ないという趣旨の誤った判示が指摘できる。
　かかる判決の上告受理申立てに対して、何故に、不
受理決定として最高裁の審理が拒否されるのであろう
か。以下では、紙幅の関係から、簡潔に論じて問題提
起をしておきたい。

２.  民事訴訟法の規定と「上告不受理決定」の実際
(1) 民事訴訟法の規定の内容と本件事件の対応
　民事訴訟法 ( 以下「民訴法」という。)235 条は、
判決書の記載事項の一つとして、「理由」を記載するこ
とが義務付けており、したがって、判決に理由附記不
備があれば、その判決は違法として取消事由となる。ま
た、民訴法 122 条は、「決定」にも、当該規定が準用
されているが、この規定により最高裁における不受理決
定についても、その不受理の理由を附記することが必
要とされている。
　ところで、上告受理申立てに関して規定する民訴法
第 318 条 1 項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁
判所の判例（カッコ内略）と相反する判断がある事件
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの
と認められる事件について、申立てにより、決定で、
上告審として事件を受理することができる。」と規定
している。

　ところが税務訴訟における納税者の最高裁への上告
受理申立てに対して、多数の事件で上告不受理決定が
言い渡されているが、その場合には、各税法の「解釈
に関する重要な事項が含まれていない」事件と評価さ
れたということ以外には考えられない。
　しかし、その一方で、解釈の重要な事項が含まれて
いるとしても、最高裁は、「受理することができる」が、「受
理しないことができる」という解釈を前提として運用されて
いるようである。つまり、裁量により運用されているのでは
ないかという理解もあるようである。しかし、そうだとしても、
その裁量には羈束的な裁量の法理 ( 基準 ) が要求され
るべきである。
　現在の最高裁の上告不受理決定の運用は、その基
準が不明確であり、そのために、多額な印紙代と弁護
士費用を支払った納税者がその便益を受けることなく、
不受理決定により門前払いに等しい不合理、不利益を
受けている。
　その最大の要因は、最高裁が上告不受理決定にそ
の具体的理由の記載を回避しているからにほかならない。
本件事件の上告不受理決定についても、納税者の上告
受理申立て理由のどの点が不受理決定とされたのか、
全く不明である。
　すでに指摘したように、本件下級審判決は、稚拙な
認定と法解釈の誤謬を犯しているのであるから、我が国
の司法か三審制であることを踏まえれば、それが困難事
案であれば、上告受理申立てを受けた最高裁は積極的
に上告受理する運用を期待したい。

２．「法令の解釈に関する重要な事項」の上告受理申
　立ての対応
　税法上の訴訟は、税法の解釈適用に関する争点が
中心であり、その争点の解釈については過去の判例も
なく、一義的な解釈が定着しているというものも少なくな
い。かかる解釈問題が争点とされている事件は、最高
裁判例等により疑問もなく定着している場合以外は、納
税者の上告受理申立ては積極的に受理して、司法の
最高峰として最高裁の判決により解釈の統一を図ること
は当然のことである。下級審における法律解釈の統一
を図ることが最高裁の重要な機能の一つとされているか
らである。
　この点に関して、行政事件訴訟の上告不受理決定
について痛烈な批判をされているのが、元東京地裁行

政専門部の判事であった濱秀和弁護士 6 及び著名な
行政法学者である阿部泰隆弁護士 7（神戸大学＜名
誉教授＞・中央大学教授を経て弁護士）の著作があ
る。
　この二冊の書籍は、自らが弁護士等として関わった
訴訟事件における上告不受理決定を中心として、その
事案の内容を紹介して批判を加えているが、現実に訴
訟に関わった代理人弁護士の声として切実な訴えであ
り、その問題提起は貴重なものである。最高裁はその
声を謙虚に受けとめて、我が国の公正な司法制度の
運用のために、健全な改善を図る努力をすべきである
と考える。

３．最高裁における上告不受理決定の運用の実相
　以前、非上場株式のみなし譲渡課税事件について
鑑定意見書を提出したが、そこでは、売主が譲渡した
少数株式の「その時の価額」( 所法 59①) は、売主の
譲渡直前の株式の議決権割合により財産評価基本通
達の原則法の評価額によるべきであり、他方、買主は
配当還元価額 ( 特例 ) により評価することの妥当性を前
提とした時価二元論の原審判決は取引社会ではあり得
ない論理であることを指摘したところである。
　ところが、かかる疑問というより誤認した問題判決の
上告受理申立て対しても、最高裁は不受理決定を行っ
たのである。その当時は司法崩壊とでも言いたいところ
であったことを覚えている。そこで、かかる対応が何故
に行われているのであろうか。
　ここでは、紙幅の関係から詳細な検証はできないが、
その許される範囲内で最低限の指摘をしておきたい。
　筆者は、過去に鑑定意見書を提出した事件で、多く
の上告不受理決定を経験している。しかし、その意見
書提出事件の大半は、「法令の解釈に関する重要な事
項」に該当すると考えられる事件であるにも関わらず、
相当数の事件が上告不受理決定で終結している。
　これまで、その原因が不明であったが、元最高裁
判事の回想録の書籍に掲載された上告受理申立ての
不受理決定に至る最高裁における運用の実際を知り、
これまでに関係した事件が不受理決定とされた理由が
判明したのである。しかし、その回想録では、最高裁
がかかる運用を行うことの法律上の根拠が説明されて
いないために、我が国の三審制の裁判を受ける権利
が蔑ろにしているのではないかと感じている。以下、そ

の元最高裁判事（行政法学者）藤田宙靖氏の著作
から誤解のないように注意しながら、その要旨を紹介し
よう。

＜藤田宙靖『最高裁回想録～学者判事の 7 年半～』
　（有斐閣2012年）138頁～142頁＞
　藤田元判事 ( 第三小法廷 )は、重要な問題を含む事
件として「審議事項」となった217 件のうち、92 件につ
いては、却下決定、不受理決定などがあるとし、その
原因については、上告棄却決定など」があるとされ、
三つケースを紹介しされている。
　①ほぼ同一内容の訴訟を複数の納税者が起こしてい
るケースにおいて、どれか一つを判決して他は不受理決
定とする場合、②問題自体は重要なものを含むが、すで
に最高裁の判例が確定し現在の段階では変更する必
要は無いと判断され不受理とされる場合、③以上の形式
的な判断によって受理するかどうかを決定するもの以外
に、より実質的な判断に基づく「不受理」の選択もある
ということである。
　これは主として、理論的には確かに重要な法解釈上
の問題を含むけれども、紛争の実質に照らしてみた場合、
果たして、最高裁がここで理論的な決着を付けることが
合理的であるかどうかが問われるケースであると言ってよ
い。…そこで、「紛争の実質に照らして、果たしてここ
で最高裁が理論的な決着を付けることが合理的である
かどうか」ということであるが、ここにも、いくつかのパター
ンがあるように思われる。
　例えば、(a)( 略 )、それよりも一層重要な例として、
(b) 紛争の内容自体も実質的に重要なものであるの
であるが、これまでに無かったような全くの新しいタ
イプの紛争で、先例も無ければ学説等での議論も殆
どなされておらず、今後、この種の問題がどのよう
な形で展開して行くのかにつき、現状では見通しが
付け難い、というようなケースがある。
　こういったケースにおいて、理論的に言えば最高
裁として決着が付けられないことはないが、その判
断が最高裁判例になると、今後それが独り歩きを始
めて、思いもよらない結果をもたらさないとも限ら
ない、ここはもう少し、類似の事案やそれに対する
下級審の判断、あるいは学説等の積み重ねを待った
うえで、例えば、下級審の判断が分かれる等、本当
に最高裁が乗り出さなければならない時まで判断を
控えた方が合理的だ、ということになる例があるの
である。

　以上が同氏の上告不受理決定の運用に関する記述
であるが、その一方で、天皇陛下の質問に対して、「学
者は、分からないことは分からないと言って判断を先送
りすることができるし、…裁判官は、本当は分からなく
ても、ともかく決めなければならず、判断を先送りするこ
とができないところが、何よりも大きな違いである』という
返事をしてきた。」（同書 149 頁）と叙述されている。
　ここで藤田元判事の陛下の質問に対するお答えは、
従前の最高裁判事も述べていたことであるが、現実の
不受理決定に係る最高裁の運用は、それとはかなり異
なるのではないかと思われる。
　ところで、前記民訴法の改正前では、困難な解釈
問題を含む税務訴訟事件であっても、当時の最高裁
は理由附記して判決を言い渡していたにも関わらず、
上記の最高裁判決の実質的先送りのための上告不受
理決定の運用は、上記改正後の当該民訴法の規定
がその根拠法として利用されているということの合理的
な説明は困難であるといわざるを得ない。
　ましてや、前述したように上告不受理決定にも判決と
同様の理由附記が必要とされているにもかかわらず、
「民事訴訟法 318 条 1 項には該当しない」という条文
の規定を付記するだけでは、上告人 ( 国民 ) にはいか
なる理由で最高裁の審理が認められなかったのか、こ
れではわが国の裁判は二審制ではないかという批判に
的確に反論できないのでなかろうか。
　そのために、現在の上告受理申立ての件数は整理
されずに、相当数の件数に上っていると推測している
が、このような事態を解消するためには、上告受理申
立てが不受理決定される明確な基準を示し、かつ、
解釈の重要な事項が含まれる場合には、前記改正前
の場合と同様に、最高裁は上告を受理して判決する
ことが求められると考える。そして、訴訟の健全性の
視座からもこのことが喫緊の課題であると言うべきであ
る。
　
　ここで紹介して検討した本件更正の請求事件や前
記みなし譲渡課税事件の上告不受理決定は、前記藤
田元判事のいう運用基準のいずれにも該当しないも
のと思料するが、それが理由附記もなく簡単に上告
不受理決定とされる現状に鑑みれば、最高裁の自由
裁量による上告不受理決定がなされているのではな
いかと疑わざるをえないのであるが、いかがであろ
うか。
（了）
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　雑誌目次検索システムは、現在、税研・税務事例研究・税

理・税経通信・税務弘報・月刊税務事例・国税速報・週刊税

務通信・Ｔ＆Ａ master・速報税理・ProfessｉonJournal・

国際税務の12誌について、各誌の年号・雑誌名・掲載頁

や著者名・肩書・タイトル・判決年月日等により、目次を検

索することができます。この目次とは、タイトルの親和性が

増すように、若干の加工を行っています。

　また、判決・裁決から雑誌目次情報にアクセスできるリ

ンクを備えており、閲覧している判決・裁決等の評釈や実
務研究がどの雑誌に掲載されているか確認することができ
ます。

■ＴＡＩＮＳ メールニュース     No.631 2023.08.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      
　

今週の判決等(2023年7月～2023年9月収録）

　取引相場のない株式の評価～評価通達６が適用され
る特別の事情の有無～
（令０４－０９－２８　東京高裁　棄却　Ｚ８８８－２４９１）
　控訴人会社（Ｘ社）は、控訴人母Ａ、控訴人長男Ａらから、
非上場株式であるＸ社の株式合計７４９８株を２２４９万４０００
円（１株３０００円）で自己株式の取得をし（本件取引１）、同日、
これを同額で控訴人長男Ｂ（Ｘ社の代表取締役で控訴人長男
Ａの従兄）に譲渡しました（本件取引２）。
　本件は、本件取引１は所得税法５９条１項２号（みなし譲渡）
に該当し、本件取引２は、享受した経済的利益は「給与等」
に該当するとして更正処分等を受けた控訴人らがその取消し
を求める事案です。裁判所は、原判決の判断を相当であると
し、控訴理由がないとしていずれも棄却しました。
　控訴人らは、本件取引１は、自己株式の取得を目的とする
もので「資産の譲渡」に当たらないと主張するが、発行会社

　不動産等の時価～評価通達によるべきではない「特
別の事情」該当性～
（令０５－０２－０９　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－８７１）
　請求人は、相続により取得した不動産等を評価通達
により評価して相続税の申告をした後、不動産業者（買
主１及び買主２）と個人（買主３）に売却し、実際の売
却価格が当該不動産等の時価であるとして更正の請求
をしました。
　本件は、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の
通知処分をしたことから、請求人が、当該通知処分の
全部の取消しを求めた事案です。
　審判所は、次のように認定し、評価通達によるべきで
はない特別の事情はなく、通達評価額は、相続税法第
２２条の時価を上回る違法はないと判断しました。
　本件各業者売却価格は、請求人が、専らその主観的
事情により、不動産業者に対して一括して売却するという

取引方法を選択した結果、買主１及び買主２の転売する
ことを前提に決定されたものであるといえ、その売却時点
における取引当事者の事情に基づく価格というべきもので
ある。したがって、本件各業者売却価格が、各不動産
の客観的な交換価値（時価）であると認めることは困難
である。買主３は、請求人の父が設けていた税理士事
務所に勤務していた者であり、売買の時点においては家
屋をＡ社（被相続人が株主）から賃借して自身の税理
士事務所を設けており、「純然たる第三者」とは認め難く、
本件各個人売却価格は、取引当事者の主観的事情に
基づき形成された金額というべきである。したがって、各
不動産等の客観的な交換価値（時価）であると認める
ことは困難である。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　      　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－８７１

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

が自己株式を取得した場合であっても、その相手方である譲
渡人からみれば、当該株式の保有期間中におけるキャピタル・
ゲインを観念でき、当然、譲渡所得課税の対象となるものと
考えられる。
　本件取引２は、控訴人長男Ｂは、Ｘ社において、形式は準
委任であるとしても、実質的には非独立的ともいうべき役務
（労務）を提供する立場にあったものと推認され、控訴人長
男Ｂは、このような立場にあることを前提に、その職務（役務）
に関連して、Ｘ社のため本件取引１によって拠出された費用を
補填すべく、Ｘ社から多額の購入資金を借り入れ、本件取引
２に応じたものであって、本件経済的利益は、給与所得の
課税要件を満たすと認められる。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４９１

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.632 2023.08.17

しょー君
（消費税担当）
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　印紙税／消費生活協同組合が運営する総合病院等が
作成した領収書等
（令０５－０３－０８　東京地裁　一部認容　Ｚ９９９－７２２６）
　消費生活協同組合である原告は、新潟税務署長から、
組合が運営する総合病院及び介護老人保健施設におい
て作成した領収書及び契約書の各文書が課税物件に該
当するとして、印紙税に係る過怠税の賦課決定処分を受
けたことから、処分の取消しを求めて提訴しました。東京
地裁は、家族組合員の利用分は課税文書に該当しないと
して、原告の請求を一部認容し、次のように判示しました。
　印紙税法は、非課税規定において、「営業に関しない
受取書」について非課税とする旨を定める一方で、括弧
書きにおいて、「会社以外の法人で、法令の規定又は定
款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をするこ
とができることとなっているものが、その出資者以外の者に
対して行う事業」については、「営業」に含まれるものと規
定している。原告は、組合であり、剰余金の割戻しも可能

であるから、非課税規定の括弧書きの法人に該当する。し
たがって、原告が専ら医療事業及び福祉事業を行うもので
あるとしても、「出資者以外の者に対して行う事業」は、印
紙税法上の「営業」に該当する。
　家族組合員は、各施設の利用に関しては、生協法１２
条２項により「組合員」そのものとして法的に取り扱われる
から、印紙税法上の「出資者」に該当する。したがって、
領収書のうち家族組合員が利用した分については、これを
課税文書として課税した賦課決定処分は、違法である。
一方、原告が組合員以外の者に対して行う事業において
作成したものである各覚書及び洗濯等契約書は、７号文書
（継続的取引の基本契約書）に該当し、清掃に係る業務
請負契約書等は、２号文書（請負に関する契約書）に
該当する。いずれも課税文書と認められる。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－７２２６

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.633 2023.08.24

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2023年47月～2023年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.634 2023.08.31
ら、特定期間課税売上高を特例の判定基準として選択
したと認めることが相当である。そして、その選択の
結果、請求人は、課税事業者として確定申告を行った
ものと認められる。特例の判定基準の選択は、請求人
の自由な意思に委ねられていることから、いずれを選
択しても法律の規定に従っていなかったことにならな
いから、更正の請求ができる要件には該当しない。
　原処分庁職員による更正の請求の示唆及び指導等が
あったことが認められるものの、税務署長その他の責
任ある立場にある者の正式な見解の表示に当たるとま
ではいえない。したがって、更正をすべき理由がない
旨の通知処分について、信義則に反する違法はない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－５－３５６

（税法データベース編集室：大高　由美子）     

　税務職員の指導による更正の請求／特定期間の課
税売上
（令０２－１０－０７　非公開裁決　棄却　Ｆ０－５－３５６）
　請求人が、消費税等の確定申告後、基準期間の課税
売上高が１０００万円以下、かつ、特定期間の給与等
支払額が１０００万円以下であることから、免税事業
者 に該当するとして、更正の請求をした事案です。
 審判所は、次のように判断して、請求人の請求を棄
却しました。
　請求人は、課税期間において、特定期間課税売上高
を特例の判定基準とすれば課税事業者となり、特定期
間給与等支払額（１２０万円）を特例の判定基準とす
れば免税事業者となる事業者であった。
　請求人は、基準期間の課税売上高が１０００万円以
下であることを前提として、確定申告をしているか
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　税理士損害賠償～顧問契約における損害額制限
条項の適用の有無～
（令０５－０６－２１　福岡地裁　一部認容・一部棄却　Ｚ９９９－０１８２）
 経営コンサルティング事業等を営む会社（原告）の顧問税
理士（被告）は、消費税等の有利選択等の誤りについて、顧
問先から、民法４１５条の債務不履行又は同法７０９条の不
法行為に基づき損害賠償請求されました。
　福岡地裁では、原告のＡ社（非居住者）に対するコンサル
タント業務は輸出免税取引であるとした上で、次のとおり判
断しました。
　被告は、（１）第１期及び第２期において、課税事業者を選
択しなかったこと、（２）第３期及び第４期において、簡易課税
事業者を選択したこと、（３）第５期において、本則課税事業
者に戻さなかったことは、善管注意義務に違反するというべき
である。その損害額は、４９９万１５４５円であると認められる。

　（３）の善管注意義務違反については、被告に重大な過失
があるというべきであるが、（１）・（２）の善管注意義務違反に
ついては、被告が根拠とした事実を考慮すると通常あり得る
程度の税制選択上又は会計処理上の過誤であるから、被告
に重大な過失があるとはいえない。
　よって、（３）の善管注意義務違反によって原告に生じた損害
については、顧問契約における賠償額制限条項は適用されず、
被告は、その全額について賠償責任を負う。他方、その余の善
管注意義務違反によって生じた損害（第１期～第４期までの損
害）については、賠償額制限条項が適用されるから、被告は、被
告が受けた利益を限度として賠償責任を負う。したがって、被告
が原告に対して賠償すべき損害額は、１９１万８４９６円となる。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－０１８２

（税法データベース編集室：依田　孝子）

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2023年7月～2023年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.636 2023.09.14
　区分所有建物の固定資産税等／機械式立体駐車
場の専有部分の床面積
（令０４－０４－１９　大津地裁　一部認容・一部棄却　Ｚ９９９－８４８１）
　納税者は、住宅、店舗及び公共施設等が入居する複合
施設のうち、乗用車５２台を収容することが可能なエレベー
ター方式の機械式立体駐車場部分を所有していました。本
件は、納税者が大津市から専有部分の床面積を７８０平方
メートル（各駐車区画の専有面積１５平方メートルに収容可
能台数５２台分を乗じた）として、固定資産税等の賦課決
定を受けたことから、登記上の床面積である８５．５２平方
メートルを超える部分は違法であるとして、処分の取消し並
びに国家賠償法１条１項に基づく損害金等の支払を求め
たものです。
　大津地裁は、登記上の床面積での算定を認めましたが、
国家賠償請求は認めず、還付加算金を付した還付手続に

よって清算されるべきと判断しています。
　地方税法及び地方税法施行規則は、区分所有建物に係
る固定資産税の賦課について、区分所有法の規定に従い算
定した専有部分の床面積の割合による按分の方法を原則と
し、規則所定の補正計算による場合と区分所有者全員の申
出による場合のみを例外とする旨明確に定めている。上記の
法及び規則の定めが、専有部分の床面積の算定とその補正
について、課税庁の裁量的な判断を許容していると解すべき
合理的な理由は見当たらない。したがって、これらの規定に反
した区分所有建物に係る固定資産税と都市計画税の賦課
をすることは、地方税法３５２条１項に反する違法があるとい
わざるを得ない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４８１

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.635 2023.09.07
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■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.637 2023.09.21   
　司法修習生が支給を受けた基本給付金～非課税
所得該当性～
（令０４－１２－２２　大阪地裁　棄却　Ｚ８８８－２５１０）
　司法修習生であった原告が、最高裁判所から支給を受
けた基本給付金（本件給付金）を雑所得の総収入金額に
算入して所得税等の確定申告をした後、本件給付金は所
得税法９条１項１５号の「学資に充てるため給付される金
品」に該当し非課税所得であるなどとして更正の請求をした
ところ、Ａ税務署長が、更正をすべき理由がない旨の通知処
分をしたことから、その取消しを求める事案です。
　争点は、本件給付金が所得税法上の学資金に該当するか否
かです。裁判所は、次のように判示して原告の主張を斥けました。
　所得税法９条１項１５号の「学資に充てるため給付される
金品」とは、学校等の教育機関において学術等の教育・指
導を受けるために必要な費用（学費）に充てるために給付さ
れる金品をいうものと解され、給付された金品が所得税法上

の学資金に該当するかどうかは、当該給付の趣旨の解釈とし
て、当該金品がその対象者の学資に充てるため給付されたも
のか否かによって判断すべきものである。
　基本給付金（裁判所法６７条の２第２項）は、「司法修習
生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用」
に充てるために支給するものとされていること、基本給付金の
制度は、経済的な事情により学資（学費）を負担することが困
難な司法修習生の支援を目的として導入されたものではな
く、法曹人材確保の充実・強化を図るという政策的な目的に
基づいて導入されたものであり、基本給付金は、使途を限定
せずに支給されるものであって、学資に充てるために支給さ
れるものとはいえないから、所得税法上の学資金には当たら
ない。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２５１０

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

今週の判決等(2023年7月～2023年9月収録）
ところ君

（所得税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.638 2023.09.28 
　譲渡所得の取得費～「フェラーリＦ５０」の減価
償却資産該当性～
（令０５－０３－０９　東京地裁　却下・棄却　控訴　Ｚ８８８－２５０８）
　本件の主な争点は、原告の所有していた車両（フェラーリＦ
５０等）の減価償却資産該当性であり、処分行政庁が、これら
の車両は「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当
するとして、その譲渡所得の金額の算定上、取得価額から保
有期間に係る減価の額を控除して取得費を計算し、増額更正
処分等を行ったことに対し、原告が、客観的な価額（時価）は
減少していないなどと主張して一部の取消しを求めた事案で
す。東京地裁は、次のように判示しました。
　ある資産が、「使用又は期間の経過により減価」（所得税法
３８条２項）しない資産〔その範囲は、「時の経過によりその価値
の減少しない」資産（同法施行令６条）の範囲と同じであるもの

と解される。〕に該当するか否かの判断も、社会通念上想定さ
れる本来的な目的・効用を前提に、当該目的・効用が期間の経
過により減少していくか否かという点から行われるべきであり、本
来的な目的・効用とは異なる面に置かれていることが社会通念
上確立しているといえるような例外的な場合に、これと異なる判
断がされるにすぎないものと解するべきである。
　自動車の本来の効用は、人や物を乗せ、原動機の動力に
よって車輪を回転させて路上を走ることにあるところ、その機能
は一般的・類型的に逓減していくものである。そうすると、自動車
は、原則として「時の経過によりその価値の減少しない」資産に
は該当しないものというべきである。
≪検索方法≫ 〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２５０８

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）
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・裁決には、非公開裁決3,806件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は10,091件です。　　　

2023.9.30現在

2023.19.30現在

2023.9.30現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,325

2,353

3,623

1,994

0

84

14,379

3,427

1,728

4,690

4,422

0

202

14,469

1,590

1.245

2,198

3,098

0

0

8,131

358

480

749

2,455

0

19

4,061

751

240

22

127

0

2

1,142

389

47

0

2

0

0

438

873

1

239

386

161

2,193

3,853

13,713

6,094

11,521

12,484

161

2,500

46,473

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和5年6月21日まで

非公開裁決は令和5年3月23日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和5年7月28日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

■日税連税法データベース会員数一覧

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,343 
680 
242 
580 

1,246 
220 
345 
487 
339 
169 
337 
177 
314 
260 
72 

7,811 
246 

8,179  

　　　52 
9 
2 
8 
8 
2 
6 
7 
7 
1 
6 
2 
6 
5 
1 

         122

個人会員 法人会員

■発行日／2023年10月15日（VOL.29 通巻第236号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／清田　明弘　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
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研修会のお知らせ

TAINS 2023年秋号

東北税理士会

日　時：令和5年12月 6日 ( 水 )　
　　　　　13：30～ 16：30
会　場：仙台ガーデンパレス（仙台市）
講　師：若林俊之　草間典子
テーマ：裁判例から見る借地権課税の留意点

近畿税理士会

日　時：令和5年 12月 7日 ( 木 )
 　13：30～ 16：45
会　場：近畿税理士会館3階大ホール
講　師：大淵博義
テーマ：税務判決にみる租税回避否認の実
　　　  相～鑑定意見書提出事件等から学   
　         んだ税法の解釈適用の歪み～
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税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。




